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史跡広島城跡整備基本計画改定業務（令和８年度）仕様書 

 

１ 業務名 

史跡広島城跡整備基本計画改定業務（令和８年度） 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  広島市役所本庁舎（広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号） 

 

４ 業務の目的 

  史跡広島城跡保存活用計画（以下「保存活用計画」という。）に基づいた具体的な取組の検討を目的として、

平成元年（1989）に策定された史跡広島城跡整備基本計画書（以下「整備基本計画」という。）の改定作業を行

う。改定作業の過程では、令和７年度までの検討結果を踏まえ、周辺環境や社会情勢の変化等から新たに必要

となる視点（バリアフリーや都市公園計画のガイドライン等）を加え、整備基本計画書で使用している計画図

の作成・更新や挿図の追加作成を行い、素案作成を進める。 

  なお、当該計画改定に当たっては史跡広島城跡保存活用会議（以下「保存活用会議」という。）を開催し、有

識者の意見を基に事務局作成の計画素案に必要な修正を行い、その結果の取りまとめを行う。 

 

５ 適用範囲 

  本業務は、本仕様書のほか別添の参考資料に従い履行する。仕様書と参考資料に相違がある場合は仕様書の

記載を優先する。 

 

６ 業務内容 

保存活用計画及び整備基本計画を基に、「史跡等整備のてびき」（平成 17 年文化庁文化財記念部記念物課監

修）、「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」（平成 27年３月文化庁文化財部記念物課）（以下

「支援事業報告書」という。）等に則り、必要な調査と検討、考察を行い、その結果を改定整備基本計画で使用

する計画図・挿図等資料の形として取りまとめる。詳細な検討項目や作業内容等については、発注者と協議の

上、本業務の中で定める。（参考資料１） 

 ⑴ 整備基本計画の改定に係る資料作成（第５章 第１節～第 16節） 

   改定整備基本計画で使用する計画図等を、発注者が提供する史跡図データ（CAD/Adobe AI形式）、三次元

計測データをベースとして作成し、その詳細内容について保存活用会議等において有識者の意見等に基づい

て必要な修正を加えることが主な業務である。業務に当たっては、周辺環境や社会情勢の変化等、昨年度ま

での業務において判明した新たな課題の視点を加えて検討を行うこと。作業の詳細は以下のとおり。 

  ア 地理情報を活用した計画策定支援：史跡の現況調査等に基づく、地形・土地利用・植生分布・埋蔵文化

財調査状況に加え、発注者が指定する資料についてデータを整理・分析した上で適切な配置計画素案を作

成し、提示する。 
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  イ 空間情報を用いた計画策定支援：公園施設等の配置検討に当たっては、地形・排水・日照条件等の空間

情報を考慮し、既存の測量データや環境データ等を活用して精度向上を図る。 

  ウ データ管理と可視化：史跡の計画に必要となる地理情報を整理し、視覚的に分かりやすい形（二次元・

三次元での表現等）で提供する。史跡指定範囲内外の土地利用や現行の施設配置に加え、これまでの埋蔵

文化財調査の成果を図面化し、関係者間で共有可能な形で提供する。 

    なお、現行整備基本計画の計画図（以下、「旧計画図」という。）は編集可能なデータが存在しないため、

刊行された書籍（史跡広島城跡整備基本計画書 1989）での提供となる。本業務で作成する史跡図データと

の重ね合わせに当たっては、GISソフト等を用いて合成の基準位置を設定するとともに、旧計画図に示され

た各種地理情報を再利用することが可能な形に再編集すること。 

 ⑵ 改定整備基本計画（素案・原稿）の作成（第５章 第１節～第 16節） 

   令和７年度の成果品の一部である「各種分野別計画の基本方針（素案）」及び「概略整理表」、「整備基本計

画の全体検討スケジュール素案」を基に、改定整備基本計画の第５章「整備基本計画」の第１節～第 16節の

記載原稿（案）を作成する。作成する記載原稿（案）は、令和９年３月（予定）に開催する「第 12回史跡広

島城跡保存活用会議」において内容検討及び意見聴取を行うことから、令和８年12月中を目途に初稿（案）

を取りまとめること。 

 ⑶ 改定整備基本計画「完成予想図」に関する各種内容検討（第６章） 

   令和９年度に作成を予定している史跡広島城跡第Ⅱ期整備の「完成予想図」について、計画に盛り込む必

要のある具体的な項目及びその内容を、発注者と協議の上で検討する。なお、検討の結果は「完成予想図」

として可視化するための準備を行うとともに、⑵の改定整備基本計画の第５章「整備基本計画」の第１節～

第16節の記載原稿（案）へ反映する必要があるため、早めに着手すること。 

 ⑷ 整備基本計画の改定に係る素案編集及び必要図表の作成（第１～４章） 

   昨年度までに原稿執筆済みである、改定整備基本計画の第１章「計画策定の経緯と目的」、第２章「計画地

の現状」（今年度も原稿を発注者が執筆し、追加する）、第３章「史跡等の概要および現状と課題」及び第４

章「基本方針」について、原稿に具備すべき挿図・挿表の作成を行う。作成した図はレイアウト用データと

して納めるとともに、Adobe AI形式等で再編集が可能な状態で納めること。必要となる挿図・挿表の内容や

数量等については、適宜協議において定める。 

 ⑸ 過去の事務記録類のアーカイブ化 

   基礎調査の一環として、史跡広島城跡の現状変更等に関する事務記録（参考資料２）についてスキャニン

グを行い電子データ化する。当該資料は昭和・平成期の紙媒体が紐綴じされたものを含むことから、損傷を

避けるため、使用スキャナーはフラットベッドタイプのものとする。また、電子化したデータについては、

jpegとpdfの二つの形式で納めること。 

   対象資料は11冊・概算枚数を1,500枚程度と見込む。電子データの可読性を高めるため、事務記録と同様

に、大項目－中項目－小項目の形でデータを整理して納めること。 

 ⑹ 改定整備基本計画の編集・取りまとめ 

   ⑴～⑷に関連し、改定整備基本計画を見据えて各章ごとに印刷・製本用編集データを作成する。作成する

編集ソフトは、Microsoft Word及びAdobe InDesignを用いるものとし、版面等の詳細は業務の中で発注者
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と協議によって定める。 

 ⑺ 保存活用会議の開催補助 

   保存活用会議（第11回：令和８年８月下旬～９月上旬、第 12回：令和９年３月に開催予定）に当たり必

要な資料の作成、印刷発送、会議当日の運営補助及び会議議事録の作成を行う。補助作業の詳細は発注者と

の協議の上定めるものとするが、録音機材や Web会議設定に必要な資機材一式は受注者が準備するものとす

る。 

 ⑻ 打合せ協議及び業務報告書の作成 

   上記⑴～⑺の実施に当たって必要な打合せ協議は、対面・Web 会議等手段に関わらず適宜実施するものと

する。また、業務の終了時にはそれらの協議記録簿を添付した業務報告書を提出すること。 
 

 
当該業務の最終的な完了（整備基本計画改定版の刊行）については、令和９年度を見込んでいる。 

令和９年度に予定している業務内容と成果品については、以下の【参考】のとおり（内容については、今後追加・
修正される可能性がある。）。 
また、検討項目のうち、特に現天守の解体及び天守群の復元等については、「広島城天守の復元等に関する検

討会議」における検討を受け、令和７年度に「広島城天守の復元等に関する技術的課題に係る調査・検討報告書」
として取りまとめられている。保存活用会議においても、その具体的な対応について検討することとなるため、
状況に応じ、本項目についても追加の調査検討等の作業が発生する場合がある。ただし、その作業については、
今回の発注業務の範囲には含まれない。 

 
【参考】 
 ⑴ 業務内容 

  ・標準構成（素案）６.完成予想図 の作成 
 ・標準構成（素案）全体の編集及び追加図表等の作成 
 ・資料編所収データの編集取りまとめ 

  ・募集市民意見の整理及び校正反映作業 
 ・会議運営補助並びに資料作成発送補助 
 ・整備基本計画改定版の刊行（300部を予定）及び発送 

 ⑵ 成果品 
 ・整備基本計画改定版 
 ・上記電子データ（pdf及び編集可能な形式の２種類を納めること） 
 ・業務実施報告書 

  ・実施会議の音声データ並びに議事録（音声議事録・議事要録・議事要旨。Wordデータ） 
  ・その他業務に関連して作成した資料等一式 

 

 

７ 提出書類 

契約締結後、速やかに発注者と協議の上、以下の書類を提出し、その承認を得ること。 

 ⑴ 業務実施計画書及び実施工程表 

 ⑵ 配置技術者届出書（業務経歴含む） 

 ⑶ 着手届 

 ⑷ その他発注者が必要と認める書類 

  ※上記書類に変更が生じた場合は、速やかに変更届を発注者に提出し、その承認を得ること。 

 

８ 業務実施上の留意事項 

 ⑴ 監理技術者、照査技術者及び担当技術者を各１名以上配置すること。 

 ⑵ 管理技術者及び照査技術者は、国指定史跡の保存活用計画、整備基本計画等の文化財に関する策定業務に

従事した実績を有すること。 
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 ⑶ 担当技術者は、大学（４年制）又は大学院において考古学を専門に修める課程を修了、又は埋蔵文化財発

掘調査を主体的に行った経験を有すること。 

 

９ 成果品 

  業務完了後、遅滞なく次の成果品（各１部）を発注者に引き渡すこと。 

 ⑴ 業務報告書 

 ⑵ 改定整備基本計画（素案）第１章～第５章の出力紙 

 ⑶ 上記素案原稿の電子データ（印刷・製本用編集データ） 

 ⑷ 過去事務記録の電子化データ一式（jpeg・pdf）及び表題一覧（詳細内容は除く） 

 ⑸ 実施会議の音声データ並びに議事録（音声議事録・議事要録・議事要旨。Wordデータ） 

 ⑹ 配置計画素案地理情報データ一式（関係者間で共有可能な形式で） 

 

10 その他 

 ⑴ 本業務は、委託契約約款及び本仕様書によるほか、適用を受ける関係法令を遵守し、発注者の指示により

実施する。 

 ⑵ 打合せ協議等 

   受注者は業務の実施に当たり、事前に発注者と打合せ協議を行い、円滑な業務遂行に努める。 

   受注者は打合せ協議の内容その他について、後日確認ができるように協議事項、立会人、内容や決定事項

の詳細を記載した協議記録簿を作成し、発注者に提出すること。 

   打合せ協議は、業務全体の着手時、および各作業の着手前と中間、終了時、業務全体の完了時にそれぞれ

行うものとし、その他必要に応じて適宜実施するものとする。 

 ⑶ 受注者は、本業務を遂行するに当たり適切な品質管理を行い、必要な技術的能力の向上に努めるものとす

る。 

 ⑷ 受注者は業務上知り得た情報を発注者の承認を得ずに他へ漏らしてはならない。各種情報については、広

島市委託契約約款第19条および個人情報取扱特記事項により、適切な情報管理、運用体制の下取り扱うもの

とする。 

   また、本業務の成果物に係る著作権は全て（著作権法第２７条及び第２８条に規定された権利も含む。）発

注者に帰属する。受注者が本業務によって生じた成果物及びその二次的著作物を公表する際には、発注者の

承認を得るとともに本業務の成果である旨を明示するものとする。 

 ⑸ 貸出図書 

   史跡内の地形測量図等、業務実施に必要な図面や報告書等は、受注者の求めに応じ発注者から貸与する。 

 ⑹ ウィークリースタンス実施要領の適用について 

   本業務は「ウィークリースタンス実施要領」の対象業務である。実施要領に基づき、着手時の協議におい

て取組目標を確認し打合せ簿に整理すること。 

 ⑺ 検査等 

   受注者は、委託業務完了後、発注者に対して業務実施報告書を提出し、発注者の検査を受けなければなら

ない。検査の結果、発注者から修正等の指示があった場合は、受注者は速やかに対応すること。 

   受注者は、検査合格後速やかに成果品の納入を行うこと。なお、成果品の提出に当たっては、印刷物に加
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え、発注者が指示する形式のデータを記録媒体に保存して１部提出すること。 

 ⑻ 仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、定めるものと

する。 
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【参考資料１ 史跡広島城跡整備基本計画（改定版）章立て】 

 

 

例言

第１章　計画策定の経緯と目的

第１節　計画策定の経緯

第２節　計画の目的

第３節　委員会の設置

第４節　関連計画との関係

第２章　計画地の現状

第１節　自然的環境

第２節　歴史的環境

第３節　社会的環境

第３章　史跡等の概要および現状と課題

第１節　史跡等指定の状況

第２節　史跡等の概要

第３節　史跡等の公開活用のための諸条件の把握

第４節　広域関連整備計画

第４章　基本方針

第１節　基本理念と基本方針

第５章　整備基本計画

第１節　全体計画及び地区区分計画

第２節　遺構保存に関する計画

第３節　歴史的建造物・石垣・庭園等修復に関する計画

第４節　動線計画

第５節　地形造成に関する計画

第６節　遺構の表現に関する計画

第７節　修景および植栽に関する計画

第８節　案内・解説施設に関する計画

第９節　管理施設および便益施設に関する計画

第10節　公開・活用およびそのための施設に関する計画

第11節　周辺地域の環境保全に関する計画

第13節　整備事業に必要となる調査等に関する計画

第14節　公開・活用に関する計画

第15節　管理・運営に関する計画

第16節　事業計画

第６章　完成予想図

 　　　改定素案の図表作成・編集

　　　　　　改定素案の原稿執筆・図表作成・編集

章立て

第12節　地域全体における関連文化財等との有機的な
　　　　整備活用に関する計画

完成予想図

　　　　　　内容・項目の検討

※史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書
（平成27年文化庁文化財部記念物課）―標準となる構成― に準拠
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【参考資料２ 史跡広島城跡の現状変更等に関する事務記録】 

 
アーカイブ化資料一覧 

 

※一覧以外の記録類も含め、1,500枚程度を見込む。 

 

 

 

A2
（420
×

594）

写真

1
平成九年度～平成十年度
史跡広島城跡　現状変更

83 45 84 166 9 チューブファイル

2
史跡広島城跡二の丸平櫓・多聞櫓及び太鼓櫓復元その他工事
報告書

123 Ａ４ファイル

3 史跡広島城跡整備　現状変更（二の丸歴史的環境整備） 17 60 Ａ４ファイル

4
史跡広島城跡二の丸平櫓・多聞櫓・及び太鼓櫓復元その他工
事

19
写真アルバム
台紙サイズ270×320

5 【現状変更】S62.5.20（史跡広島城跡の国有財産について） 5
中央公園丈量図（S=1:600）
青焼き×1添付

6
【現状変更】昭和62年度史跡広島城跡の現状変更について
（協議）

14 7 3
冊子状
新交通システム関連青焼き
等3枚含む

7 広島略史　等 284
集成資料の一部か。B版手書
複写資料束ね

8 天明年間の広島城下絵図 1
A2変形・マイラー出力に
トーン添付

9 旧廣島城廓内各部隊配置図　縮尺貮千四百分の壱 1 マイラー出力

10 広島城城郭内全域図（西紀1800年頃） 2
大正13年発行　広島県史所
収概略図を基に広島市役所
所蔵資料により作図

11 大本営について 94 11 2 B4ファイル

191 352 101 349 18 19

スキャン枚数（概算） 1030

その他

図面・写真

B４ B５ファイル名番号

小計

A3 A4



個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し､この契約による業務（以下「業務」という。）を行う

に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関係する法令等を遵守

し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。  

（従事者の監督） 

第３ 受注者は､業務に従事している者に対し､業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し､又

は解除された後においても同様とする。 

（取得の制限） 

第４ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正

な手段により取得しなければならない。 

（目的外の利用及び提供の制限） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目

的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第６ 受注者は､業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き､

第三者に取り扱わせてはならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第７ 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委

託をする場合及び受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する

子会社をいう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。）する場合には、再委託等

の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知する

とともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第８ 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うも

のとする。 

（再委託等の相手方に対する管理及び監督） 

第９ 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確

保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたと

きは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

（安全管理措置） 

第１０ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（作業場所以外での業務の禁止等） 

第１１ 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行っては

ならない。また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等（電磁



的記録を含む。以下同じ。）を持ち出してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第１２ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、

又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還等） 

第１３ 受注者は､業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資

料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに返還、引渡し又は発注者の指定する方法により破棄する

ものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第１４ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理

するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 

（事故発生時における報告等） 

第１５ 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事

態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合（再委託等の相手方により発生

し、又は発生したおそれがある場合を含む。）は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものと

する。この契約が終了し､又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受注者は、

発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。  

（契約解除） 

第１６ 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、

この契約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１７ 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 
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